
有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律のあらまし

指定地域の指定(３条)

主務大臣が、関係県の申請に
基づき、関係行政機関の長に
協議して指定

有明海・八代海等の再生に関する基本方針(４条)

主務大臣が、関係県の意見を聴き、関係行
政機関の長に協議して策定

有明海・八代海等の再生に関する県計画(５条)

関係県が、基本方針に基づき、指定地域
について策定。策定に当たっては、主務
大臣に協議し同意を得る（主務大臣は同
意に当たり関係行政機関の長に協議）

事業実施(６条)
（国、地方公共団体ほか）

促進協議会(７条)

主務大臣、関係行政機関
の長及び関係県の知事

助成、支援（国）

・国の補助の割合の特例(8～10条)

覆砂、たい積物の除去等の漁港漁場整
備事業について補助率の特例措置を実
施（50/100 → 55/100）

・地方債についての配慮(11条)

・資金の確保等(12条)

再生措置（国、地方公共団体ほか）

・下水道の整備等（13条）

・漂流物の除去等（14条）

・河川の流況の調整（15条）

・森林の保全及び整備（16条）

・水産動物の種苗の放流等（17条）

・酸処理剤の適正な使用等（19条）

調査研究と体制整備等（18条）

・国、県による調査研究の実施と体制整備

・汚濁負荷量削減に資する措置

支援・救済措置（国、地方公共団体）

・水産業者に対する資金の確保等(21条)

・赤潮被害を受けた漁業者の救済措置(22条)

知識の普及(国、地方公共団体)(23条)

有明海・八代海等総合調査評価
委員会（24条～27条）

・国、関係県が18条により行う総合的
な調査の結果に基づき、有明海・八
代海等の再生に係る評価を行うこと

・主務大臣等への意見を述べること

・関係行政機関への協力要請

主務大臣は、総務大臣、文部科学大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣
及び環境大臣である。

（注１）

関係県は、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県及び鹿児島県である。（注２）

公布・施行年月日：平成14年11月29日（一部改正：平成23年8月12日）

海域：有明海、八代海、橘湾、牛深周辺海面（第２条）
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